
新
旧
対
照
条
文

○
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
章

本
省

第
一
章

本
省

第
二
節

内
部
部
局
等

第
二
節

内
部
部
局
等

第
一
款

大
臣
官
房
及
び
局
並
び
に
政
策
統
括
官
の
設
置
等

第
一
款

大
臣
官
房
及
び
局
並
び
に
政
策
統
括
官
の
設
置
等

（
総
合
通
信
基
盤
局
の
所
掌
事
務
）

（
総
合
通
信
基
盤
局
の
所
掌
事
務
）

第
十
二
条

総
合
通
信
基
盤
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
二
条

（
同
上
）

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
又
は
無
線
の
施
設
の
設
置
及
び
使

一

（
同
上
）

用
の
規
律
に
関
す
る
こ
と
（
放
送
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
有
線
ラ
ジ

オ
放
送
の
施
設
の
設
置
の
規
律
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

二

電
気
通
信
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
通
信
国

二

（
同
上
）

際
戦
略
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

非
常
事
態
に
お
け
る
重
要
通
信
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三

（
同
上
）

四

周
波
数
の
割
当
て
及
び
電
波
の
監
督
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
放
送
に
係

四

（
同
上
）

る
無
線
局
免
許
等
関
係
事
務
（
無
線
局
の
免
許
又
は
登
録
を
す
る
事
務
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
。

五

電
波
の
監
視
及
び
電
波
の
質
の
是
正
並
び
に
不
法
に
開
設
さ
れ
た
無
線

五

（
同
上
）

局
及
び
不
法
に
設
置
さ
れ
た
高
周
波
利
用
設
備
の
探
査
に
関
す
る
こ
と
。

六

電
波
が
無
線
設
備
そ
の
他
の
も
の
に
及
ぼ
す
影
響
に
よ
る
被
害
の
防
止

六

（
同
上
）

又
は
軽
減
に
関
す
る
こ
と
。

七

電
波
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
及
び
情

七

（
同
上
）

報
流
通
行
政
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

八

分
配
さ
れ
た
周
波
数
の
使
用
及
び
混
信
に
関
す
る
国
際
電
気
通
信
連
合

八

（
同
上
）

及
び
外
国
の
主
管
庁
等
（
国
際
電
気
通
信
連
合
憲
章
附
属
書
に
規
定
す
る

主
管
庁
又
は
事
業
体
を
い
う
。
第
九
十
九
条
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）



と
の
連
絡
並
び
に
国
際
電
波
監
視
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

九

電
波
監
理
審
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

九

（
同
上
）

２

電
気
通
信
事
業
部
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
（
電
波
部
の
所
掌
に

２

（
同
上
）

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
同
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
務
（
電
波
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど

る
。

３

電
波
部
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
（
無
線
に
係
る

３

（
同
上
）

も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

第
三
款

課
の
設
置
等

第
三
款

課
の
設
置
等

第
十
目

総
合
通
信
基
盤
局

第
十
目

総
合
通
信
基
盤
局

（
総
合
通
信
基
盤
局
に
置
く
課
）

（
総
合
通
信
基
盤
局
に
置
く
課
）

第
九
十
一
条

総
合
通
信
基
盤
局
に
、
電
気
通
信
事
業
部
及
び
電
波
部
に
置
く

第
九
十
一
条

（
同
上
）

も
の
の
ほ
か
、
総
務
課
を
置
く
。

２

電
気
通
信
事
業
部
に
、
次
の
六
課
を
置
く
。

２

電
気
通
信
事
業
部
に
、
次
の
六
課
を
置
く
。

事
業
政
策
課

事
業
政
策
課

料
金
サ
ー
ビ
ス
課

料
金
サ
ー
ビ
ス
課

デ
ー
タ
通
信
課

デ
ー
タ
通
信
課

電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課

電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課

消
費
者
行
政
第
一
課

高
度
通
信
網
振
興
課

消
費
者
行
政
第
二
課

消
費
者
行
政
課

３

電
波
部
に
、
次
の
四
課
を
置
く
。

３

電
波
部
に
、
次
の
五
課
を
置
く
。

電
波
政
策
課

電
波
政
策
課

基
幹
・
衛
星
移
動
通
信
課

基
幹
通
信
課

移
動
通
信
課

移
動
通
信
課

電
波
環
境
課

衛
星
移
動
通
信
課

電
波
環
境
課



第
九
十
二
条

（
略
）

第
九
十
二
条

（
略
）

（
事
業
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
事
業
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
三
条

事
業
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
三
条

（
同
上
）

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設
置
及
び
使
用
の
規
律

一

（
同
上
）

に
関
す
る
こ
と
（
放
送
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
施

設
の
設
置
の
規
律
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
デ
ー
タ
通
信
課
及
び
電
気
通

信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

電
気
通
信
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

二

（
同
上
）

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
条
に
規

三

（
同
上
）

定
す
る
電
気
通
信
事
業
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

四

電
気
通
信
事
業
法
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
の

四

（
同
上
）

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

五

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
網
の
高
度
化
に
関
す
る
こ
と

（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本

五

（
同
上
）

電
信
電
話
株
式
会
社
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
で
他

六

（
同
上
）

の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
料
金
サ
ー
ビ
ス
課
の
所
掌
事
務
）

（
料
金
サ
ー
ビ
ス
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
四
条

料
金
サ
ー
ビ
ス
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
四
条

（
同
上
）

一

料
金
そ
の
他
の
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
提
供
条
件
に
関
す
る
こ
と

一

（
同
上
）

（
デ
ー
タ
通
信
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

電
気
通
信
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
通
信

二

（
同
上
）

国
際
戦
略
局
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
デ
ー
タ
通
信
課
の
所
掌
事
務
）

（
デ
ー
タ
通
信
課
の
所
掌
事
務
）



第
九
十
五
条

デ
ー
タ
通
信
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
五
条

（
同
上
）

一

デ
ー
タ
通
信
に
係
る
情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設

一

（
同
上
）

置
及
び
使
用
の
規
律
に
関
す
る
こ
と
（
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

電
気
通
信
事
業
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関

二

（
同
上
）

す
る
こ
と
。

三

電
気
通
信
事
業
（
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
発
達
、
改

三

（
同
上
）

善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
。

（
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
事
務
）

（
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
六
条

電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

第
九
十
六
条

（
同
上
）

ど
る
。

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設
置
及
び
使
用
の
規
律

一

（
同
上
）

（
放
送
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
施
設
の
規
律
に

限
る
。
）
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

電
気
通
信
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
電
気
通
信
業
の
技

二

（
同
上
）

術
に
係
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

非
常
事
態
に
お
け
る
重
要
通
信
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
電
波
部
の
所

三

（
同
上
）

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
高
度
通
信
網
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
七
条

高
度
通
信
網
振
興
課
は
、
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気

通
信
網
の
高
度
化
に
関
す
る
事
務
（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
消
費
者
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
）

（
消
費
者
行
政
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
七
条

消
費
者
行
政
第
一
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
八
条

消
費
者
行
政
課
は
、
電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
一

般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。



一

電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に

関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二

電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に

関
す
る
こ
と
（
消
費
者
行
政
第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
消
費
者
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
八
条

消
費
者
行
政
第
二
課
は
、
電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係

る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
電
気
通
信
役
務
の
利

用
に
よ
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
侵
害
に
関
す
る
対
策
に
係
る
も
の
を
つ
か

さ
ど
る
。

第
九
十
九
条

（
略
）

第
九
十
九
条

（
略
）

（
基
幹
・
衛
星
移
動
通
信
課
の
所
掌
事
務
）

（
基
幹
通
信
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
条

基
幹
・
衛
星
移
動
通
信
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
条

基
幹
通
信
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

無
線
局
免
許
等
関
係
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
流
通
行
政
局
及
び
移

一

陸
上
に
開
設
す
る
無
線
局
の
う
ち
移
動
中
の
運
用
を
行
わ
な
い
も
の
及

動
通
信
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

び
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
無
線
局
（
こ
れ
ら
の
無
線
局
の
う
ち
、
自
動
車

そ
の
他
の
陸
上
を
移
動
す
る
も
の
と
の
間
に
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
及
び
こ
れ
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
無

線
局
免
許
等
関
係
事
務
及
び
電
波
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
（
情
報

通
信
国
際
戦
略
局
及
び
情
報
流
通
行
政
局
並
び
に
衛
星
移
動
通
信
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

無
線
局
に
係
る
電
波
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
通
信
国
際

戦
略
局
及
び
情
報
流
通
行
政
局
並
び
に
移
動
通
信
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

三

非
常
事
態
に
お
け
る
重
要
通
信
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
無
線
に
係
る

二

非
常
事
態
に
お
け
る
重
要
通
信
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
無
線
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
。

も
の
に
限
る
。
）
。

四

電
波
法
第
百
二
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
電
波
有
効
利
用
促
進
セ

三

電
波
法
第
百
二
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
電
波
有
効
利
用
促
進
セ

ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。



（
移
動
通
信
課
の
所
掌
事
務
）

（
移
動
通
信
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
一
条

移
動
通
信
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
一
条

移
動
通
信
課
は
、
陸
上
、
人
工
衛
星
又
は
ロ
ケ
ッ
ト
に
開
設
す
る

無
線
局
に
係
る
無
線
局
免
許
等
関
係
事
務
及
び
電
波
の
利
用
の
促
進
に
関
す

る
事
務
（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
及
び
情
報
流
通
行
政
局
並
び
に
基
幹
通
信

課
及
び
衛
星
移
動
通
信
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど

る
。

一

次
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
無
線
局
免
許
等
関
係
事
務
に
関
す
る
こ
と

（
情
報
流
通
行
政
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

陸
上
に
開
設
す
る
無
線
局
の
う
ち
移
動
中
の
運
用
を
行
わ
な
い
も
の

（
自
動
車
そ
の
他
の
陸
上
を
移
動
す
る
も
の
と
の
間
に
通
信
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
及
び
こ
れ
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
も
の
に
限

り
、
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
無
線
局
の
中
継
に
よ
り
通
信
を
行
う
も
の

及
び
ハ
に
掲
げ
る
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

陸
上
に
開
設
す
る
無
線
局
の
う
ち
移
動
中
の
運
用
を
行
う
も
の
（
人

工
衛
星
に
開
設
す
る
無
線
局
の
中
継
に
よ
り
通
信
を
行
う
も
の
及
び
ハ

に
掲
げ
る
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

電
波
法
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局

二

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
電
波
の
利
用
の
促
進
に

関
す
る
こ
と
（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
及
び
情
報
流
通
行
政
局
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
衛
星
移
動
通
信
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
二
条

削
除

第
百
二
条

衛
星
移
動
通
信
課
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
局
（
こ
れ
ら
に
密
接
な

関
係
が
あ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
に
係
る
無
線
局
免
許
等
関
係
事
務
及
び
電

波
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
事
務
（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
及
び
情
報
流
通

行
政
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

自
動
車
、
船
舶
そ
の
他
の
移
動
す
る
も
の
と
の
間
に
通
信
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
無
線
局
（
電
波
法
第
五
条
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局
を
除
く
。
）

二

自
動
車
、
船
舶
そ
の
他
の
移
動
す
る
も
の
に
開
設
し
、
又
は
携
帯
し
て



使
用
す
る
た
め
に
開
設
す
る
無
線
局
及
び
こ
れ
ら
の
無
線
局
又
は
携
帯

し
て
使
用
す
る
た
め
の
受
信
設
備
と
通
信
を
行
う
た
め
に
陸
上
に
開
設

す
る
移
動
し
な
い
無
線
局
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
中
継
に

よ
り
通
信
を
行
う
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
機
若
し
く
は
船
舶
に
開
設
し
、

又
は
航
空
機
若
し
く
は
船
舶
と
の
間
に
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

陸
上
に
開
設
す
る
無
線
局


